
【募集資格】※他の奨学金との併用可。 

 （１）東日本大震災で保護者が死亡または行方不明をとなった学生 

 （２）新入生（2023年度入学） 

【給付金額・期間】 

  月額２０，０００円を正規の最短修業年限の最終月まで給付 

【奨学生の義務】 

  生活の様子を報告、毎日新聞で紹介することがある 

【提出書類】 

① 給付申請書（様式指定） 

② 東日本大震災で保護者が死亡または行方不明になったことがわかるもの 

 ※様式は毎日新聞東京社会事業団のホームページからダウンロードできます。 

    →https://www.mainichi.co.jp/shakaijigyo/kibo.html 

【提出期限・提出場所】 

提出期限：令和５年４月７日（金） 

提出場所：学生支援課学生サービス係 

（共通教育棟１階事務室 ９番窓口） 

学生支援課学生サービス係 

                          令和５年３月２３日 掲示 


